
資料１ 

 

徳島市汚水適正処理構想策定市民会議 設置要綱 

 

（設置） 

第１条 徳島市汚水適正処理構想（以下「構想」という。）の策定に関し専門的知見から

検討するため、徳島市汚水適正処理構想策定市民会議（以下「市民会議」という。）を

設置する。 

（所掌事務） 

第２条 市民会議は、構想策定について審議し、意見を述べる。 

（組織及び任期） 

第３条 市民会議の委員は、別表に掲げる者とし、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、構想策定の完了日までとし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任

期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 市民会議に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。 

４ 副会長は、委員の中から会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 会長は、必要に応じて会議を招集し、議長として市民会議を進行する。 

２ 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を市民会議に出席させ、説明

又は意見を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 市民会議の庶務は、都市建設部河川水路課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

 


